
十日市コミュニティセンター施設利用申請書 

（十日市きんさいセンター）    

指定管理者 十日市自治連合会 会長 様 

次のとおり施設の利用を申請します。 

申請日 令和  年   月   日 

所 在 地  

団 体 名  代表者  

申 請 者 

（利用責任者） 

（住所） 

（名前）                 （電話）（    ）    - 

利 用 室 名 

（ 室 名 に ○ ） 

１階 
・ホール【ｽﾃｰｼﾞ・楽屋・移動席・音響機器・ｽｸﾘｰﾝ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ・ﾊﾞﾄﾝ】 

・会議室  ・調理実習室（調理機器使用 有・無）  

２階 ・講座室１    ・講座室２    ・講座室３ 

３階 ・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ   ・多目的室    ・和 室 

利 用 目 的 等 

（行事名等） 

 利用予定人数    人 

（本番時間）     ：    ～    ：      

利 用 日 時 
令和   年   月   日（  ） 

（入館時間）     ：    ～（退館時間）    ：      

飲 食 の 有 無 無・有 〔飲食の内容：弁当・茶菓子・お茶等・ｱﾙｺｰﾙ・その他（      ）〕 

物品販売の有無 無・有 〔販売の内容：                         〕 

<センター記入欄> 

利 
 

 

用 
 

 

料 

利  用  区  分 金  額 備  考 

会場費 

  

 

円 【 駐車料金：有料・無料・来場者のみ無料 】 

 

 

 

 

【 延長ｺｰﾄﾞ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ・ｽｸﾘｰﾝ 】 

＜ホール使用の場合＞ 

・移動席［ ① ・ ② ］ 

・机       卓 ・マイク     本 

・イス      脚 ・パネル     枚 

・音響説明 

［ 要：   月  日(  )・不要 ］ 

円 

円 

円 

冷暖房費   （規定×0.5） 円 

調理機器   （ 〃 ×0.3） 円 

ホ 

｜ 

ル 

移動席 （2,２00 円） 円 

ｽｸﾘｰﾝ   （1,２00 円） 円 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ（ー1,２00 円） 円 

音響機器 （規定×0.3） 円 

合     計 円 

利
用
料
減
免
申
請 

上記の施設利用について、利用料の減免を申請します。 

申請者 住所                  名前                      

1. 単位自治組織(区)〔所属する単位常会,子ども会を含む〕・十日市自治連合会関係団体・市内の住民自治

組織【利用料金の全額を減免,冷暖房費および設備費は規定料金】 

2. 市外の住民自治組織・十日市自治連合会会長が認めた定期講座,定期サークル・三次市共催,後援,協賛,

協力〔教育委員会を含む〕【利用料金の半額を減免,冷暖房費および設備費は規定料金】 

3. その他，十日市自治連合会会長が特に必要と認めた場合【十日市自治連合会会長が定める額】 
                   

市外居住者：規定の２倍 

営利目的利用：規定の３倍 

市外・営利：規定の５倍 

2024 年 4 月改正 

※太枠の中を記入してください。 

728-0014 広島県三次市十日市南 1-2-18  Tel (0824)62-3662   Fax 62-3673   mail tohkaichi@m-city.jp 

※21:30 までの退館にご協力ください 


